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市⻑公室 

№ 1  

制 度 名 小美玉市移住促進住宅取得補助金 主管課名 政策企画課 

趣旨・目的 
移住の促進と地域の活性化を図るため，本市へ移住される方の住宅取得費およ

び取得した住宅の改修工事に対して補助金を交付します。（最大５０万円） 

【補助対象者の条件】 
 ・令和 3 年４月１日から令和 6 年３月３１日までに対象住宅への居住が開始され転入届を

済ませることができる方。 
 ・転入日⼜は申請日のいずれか早い日から起算して過去５年以内に小美玉市の住⺠基本台帳

に記録されたことのない方。 
 ・市町村税の滞納がない方。 
 ・取得した住宅に５年を超えて居住しようとする方。 
【補助対象となる住宅】 

・令和 3 年４月１日以降に市内で取得の契約を締結した住宅とし、令和 6 年３月３１日ま
でに所有権の保存⼜は移転の登記が完了する住宅。 

  ただし、完成の日から１年を経過したものであっても、過去に居住されたことがないもの 
で、かつ、完成の日が令和 3 年４月１日以降の住宅は新築住宅として扱う。なお、以下に
該当する場合は、対象住宅としない。 
・賃貸、販売等の営利を目的とする場合。 
・住宅⼜は敷地が贈与あるいは相続したものである場合。 
・住宅⼜は敷地が２親等以内の親族から賃借⼜は購入したものである場合。 

【補助対象経費】 
・新築または新築住宅の購入 

 ・中古住宅の購入 
・上記中古住宅の購入補助を受けた住宅の改修工事 

改修工事は小美玉市住宅リフォーム補助金交付要綱の規定による。 
【加算額】 

・補助対象者が 45 歳未満の場合には 10 万円加算 
・補助対象者が、当該住宅に 16 歳未満の子と同居する場合は 10 万円加算 

区    分 補助金額 限度額 

新築または新築住宅の購入 購入経費の４％以内 ３０万円 

中古住宅の購入 
購入経費の 20％以内 ２０万円 

上記中古住宅の購入補助を受けた住宅

の改修工事 

工事費の 20％以内 １０万円 

【令和 5 年度当初予算額】 

   16,000 千円  

【補助対象想定数】新築 25 戸 中古 10 戸 

リフォーム 5 戸  

【備考】 地方創生推進係 
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市⻑公室 

№ 2  

制 度 名 
小美玉市いばらき出会いサポートセンタ

ー会員登録料助成 
主管課名 政策企画課 

趣旨・目的 
結婚を希望する独身の男女の活動を支援するため、いばらき出会いサポートセ

ンターに入会した方に対して、入会登録料を助成します。 

 
【助成対象者の条件】 
・申請時において本市に住所を有し、かつ、現に婚姻をしていない方。 
・令和５年４月 1 日以降に入会した方で、申請時点において退会していないこと。 
・市税等の滞納がないこと。 
・小美玉市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。 
 
【助成金の額】 
・いばらき出会いサポートセンターの入会登録料として、助成対象者 1 人につき 11,000 円

を交付するものとする。 
・助成金の交付は、対象者 1 名につき 1 回限りとする。 

区分 市 受注者負担 その他 

 

 

   

【令和 5 年度当初予算額】 

330 千円 

【補助対象想定数】 

30 人 

【備考】  

政策推進係 

 

 

 

 

 

 

 

 


